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医療支援型グループホーム博愛 料金一覧表 

 

 

１ 指定共同生活援助の提供に係る料金 

利用料金は、次表のとおりです。世話人の配置３：１以上の場合の単価 

 【日中を共同生活住居で過ごす方】 

 区分６ 区分５ 区分４ 区分３ 

利用料 １１，０５０円 ９，８９０円 ９，０７０円 ６，５００円 

利用者負担額 上記の 1 割 上記の 1 割 上記の 1 割 上記の 1 割 

 

 【日中を共同生活住居以外の場所で過ごす方】 

 区分６ 区分５ 区分４ 区分３ 区分２ 区分１以下 

利用料 ９，１００円 ７，９３０円 ７，１２０円 ５，６３０円 ４，１４０円 ３，６００円 

利用者負担額 上記の 1 割 上記の 1 割 上記の 1 割 上記の 1 割 上記の 1 割 上記の 1 割 

 

※体験利用の場合は、次表のとおりです。 

 区分６ 区分５ 区分４ 区分３ 

利用料 １１，３５０円 １０，１９０円 ９，３７０円 ６，７７０円 

利用者負担額 上記の 1 割 上記の 1 割 上記の 1 割 上記の 1 割 

 

＜提供するサービスの料金とその利用者負担額について＞ 

提供するサービスについて、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。 

利用者負担は現在、サービス量と所得に着目した負担の仕組み（１割の定率負担と所得に応じた負担

上限月額の設定）となっています。 

定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。 
 

※障がい福祉サービスの定率負担は、所得に応じて負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービ

ス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。 

 

※介護給付費等について事業者が代理受領を行わない(利用者が償還払いを希望する)場合は、介護給付

費等の全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので｢領

収書｣を添えてお住まいの市町村に介護給付費等の支給（利用者負担額を除く）を申請してください。 
 
 
 
 
 
 
 

負担上限月額等に関する詳細については、お住まいの市町村窓口までお問合せください。   
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【加算項目】 

① 事業所がとっている体制により、下表のとおり料金が加算されます。 
 

加 算 項 目 利 用 料 利用者負担額 内     容 

福祉専門職員配置等
加算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ） 

  （Ⅰ）１００円
（Ⅱ） ７０円 
（Ⅲ） ４０円 

左記の１割 

(Ⅰ)(Ⅱ)の場合 
生活支援員のうち、有資格者が一定割合以上場
合、利用１日につき加算されます。 

(Ⅲ) 
生活支援員のうち、勤務形態が常勤のものが
75%、又は勤続年数が３年以上のものが 30%を超
える場合、利用１日につき加算されます。 

看護職員配置加算 ７００円 左記の１割 
指定基準に定める員数の従業員に加え、看護職
員を配置した場合、利用１日につき加算されます。 

夜勤職員加配加算 １，４９０円 左記の１割 
指定基準に定める員数に加え、夜間支援従事者を
配置した場合、利用１日につき加算されます。 

医療連携体制加算 
３２０円～ 
８，０００円 

左記の１割 

医療機関との連携により、看護職員が事業所等を
訪問して利用者に対して看護を行った場合や介護
職員等にたんの吸引等に係る指導を行った場合、
利用１日につき加算されます。 

 
② 事業所がとった対応の内容により、下表のとおり料金が加算されます。 

 

加 算 項 目 利 用 料 

利
用
者
負
担
額 

内     容 

日 中 支 援 加 算 
（Ⅰ）（Ⅱ） 

（Ⅰ）５，３９０円 

左
記
の
１
割 

(Ⅰ)65 歳以上又は障害支援区分 4 以上の障がい者で
あって、日中を共同生活住居の外で過ごすことが
困難な利用者に対して必要な支援を行った場合、
利用１日につき加算されます。 

(Ⅱ)日中活動サービスの支給決定を受けている利用
者又は就労している利用者等が、心身の状況等
により当該サービス等を利用できない期間が月に
3 日以上ある場合で、昼間に必要な支援を行った
とき、利用１日につき加算されます。 

（Ⅱ）区分４～６ 
５，３９０円 

（Ⅱ）区分３以下 
２，７００円 

自 立 生 活 支 援 加 算 ５，０００円 

左
記
の
１
割 

退居する利用者に対し、退去後の居住の場の確保、
在宅サービスの連絡調整等を行った場合、入居中 1
回、退去後 1 回を限度として加算されます。 

入院時支援特別加算 

３日以上７日未満 
５，６１０円 

左
記
の
１
割 

病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準
備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行
うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよ
う、病院又は診療所との連絡調整を行った場合、１月
に１回加算されます。 

７日以上 
１１，２２０円 
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帰 宅 時 支 援 加 算 

３日以上７日未満 
１，８７０円 

左
記
の
１
割 

利用者が外泊した際、家族等との連絡調整や交通手
段の確保等の支援を行った場合、１月に１回加算され
ます。 ７日以上 

３，７４０円 

長 期 入 院 時 支 援 
特 別 加 算 

１，５００円 

左
記
の
１
割 

長期にわたる入院の際、病院又は診療所を訪問し、
入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援な
ど、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑
な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連
絡調整を行った場合、入院１日につき加算されます。
（入院期間３日以上の場合に限る） 

長期帰宅時支援加算 ５００円 

左
記
の
１
割 

利用者が長期にわたる外泊をした際、家族等との連
絡調整や交通手段の確保等の支援を行った場合、外
泊１日につき加算されます。（帰宅機関が３日以上に
限る） 

 
 
２ その他の費用について 
 

内  容 料        金 

家   賃 
月額 ４５，０００円 
※利用契約期間中は、入院等で長期間利用しない場
合も、全額費用負担をお願いします。 

光熱水費 月額 １０，０００円 

食材料費 

朝食 １食につき ２２０円 

昼食 １食につき ３１０円 

夕食 １食につき ３００円 

エアマットレス使用料 

月額 １，０００円～４，５００円 
※利用するマットレスの種類により金額が異なります。 
※エアマットレスを持参される場合、使用料は発生しま

せん。 

預かり金管理料 月額 ５００円 

日用品費 実費相当額 

その他日常生活において通常必要となるものに係る費用
であって、その利用者に負担させることが適当と認められ
るもの 

実費相当額 

   


